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Ｑ．この令和６年４月１日から、相続登記が義務化さ
れると聞きました。相続税の申告と合わせて、概要
を教えて下さい。

Ａ．
＜背景として＞
　　近年、不動産（土地・建物）をお持ちの方が亡くなっ

ても相続登記がされないケースが数多く存在してお
り、「所有者不明土地問題」として社会問題化してい
ます。相続登記がされないと、登記簿を見ただけで
は不動産の現在の所有者やその所在を把握出来ませ
ん。そのため、街づくりのための公共事業や、災害
等の復旧・復興が進まないといった問題が生じ、不
動産取引を円滑に行うことも難しくなります。さら
に、相続登記がされていない土地は、そのあとに相
続が開始しても登記をすることが難しくなることや
適切な管理がされないことが多く、周辺の生活環境
の悪化につながっているとの指摘もされています。

　　そのため令和３年の法律改正により、これまで任
意であった相続登記が義務化されることとなりまし
た。

　　相続登記が無いと相続税の申告等において、以下
の４点の問題が発生する可能性があります。
①　不動産の所有権が不明確であることから相続税

の追徴課税の可能性があります。
②　名義変更手続きの遅延の可能性があります。年

数が経過することで、遺産分割の話し合いをする
対象人数が増え、連絡・調整が複雑化して時間が
かかり手続き完了が遅くなることが考えられま
す。

③　相続登記が無いまま時間が経過すると、遺産分
割が円滑に進まないことが考えられます。前述②
のとおり、分割協議の対象人数が増えれば増える
ほど、手続きが進まなくなる可能性があります。

④　相続税の計算の困難や節税の困難が考えられま
す。相続税の計算は相続財産の評価額に基づいて
行われますが、所有不動産を正確に把握出来ない
場合、前述①のとおり、相続税の正確な申告や納
付が難しくなることが考えられます。また、不動

産についての遺産分割が決まっていないと配偶者
控除や小規模宅地の特例などが受けられないケー
スが発生することが考えられます。

　　それでは、今回の「相続登記の義務化」とは、①相
続人が不動産を相続した場合、その所有権の取得を
知った日から３年以内に相続登記を申請する義務を
言います。また、②遺産分割が成立した場合も同様
に、遺産分割が成立した日から３年以内に相続登記
を行わなければなりません。正当な理由がないのに
相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科され
る可能性があります。令和６年４月１日以前に相続
した不動産は、令和９年３月31日までに登記する必
要があります。

　　不動産の相続人がすんなりと決まれば問題はあ
りませんが、誰が相続するのか揉めてしまい、決着
までに何年もかかり、３年以内に間に合わないケー
スも考えられます。この様な場合には、「相続人申
告登記」と言う登記が新たに設けられました。相続
人申告登記とは、相続登記の義務を履行するための
簡易な方法として新設された制度であり、令和６年
４月１日からスタートします。詳細は、相続人が複
数人いる場合でも特定の相続人が単独で申し出をす
ることが可能で、他の相続人の分も含めた代理申し
出も可能です。また、法定相続人の範囲及び法定相
続分の割合の確定が不要で未分割でも申請が可能で
す。添付書面は、申し出をする相続人自身が被相続
人の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄
本が必要となります。

　　相続登記を怠ると、不動産の所有権や相続税の手
続きに問題が生じる可能性が高まります。今回の義
務化をきっかけとして、未登記の不動産の有無等を
確認し、未登記であれば早めに登記を済ませておく
ことが重要かと思われます。
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